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1 2024（令和6年）

　令和6年度から国内に住所のある個人に課
税される国税で、個人住民税均等割と併せて
1人年額で1,000円徴収されます。税収は国か
ら「森林環境譲与税」として都道府県・市町村
へ配分され、間伐等の森林整備や木材の利用
促進、林業を支える人材育成などへの安定的
な地方財源として活用されます。

ワンポイント 森林環境税の導入

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　8日・成人の日

あ
け
ま
し
て

　
　

お
め
で
と
う　

　
　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

国　税／�給与所得者の扶養控除等申告書の提出�
� 本年最初の給与支払日の前日

国　税／�報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
� 1月31日

国　税／�源泉徴収票の交付、提出� 1月31日
国　税／�12月分源泉所得税の納付� 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7〜12月
分は1月22日）

国　税／�11月決算法人の確定申告�
（法人税・消費税等）� 1月31日

国　税／�5月決算法人の中間申告� 1月31日
国　税／�2月、5月、8月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 1月31日
地方税／�固定資産税の償却資産に関する申告�1月31日
地方税／�給与支払報告書の提出� 1月31日
労　務／�労働保険料の納付（第3期分）� 1月31日

�（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）
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1 月号─2

　

１
月
は
、
償
却
資
産
申
告
書
や
法

定
調
書
な
ど
を
作
成
し
、
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。事
業
者
に
と
っ

て
重
要
な
手
続
き
で
す
の
で
、
ポ
イ

ン
ト
を
整
理
し
ま
す
。

Ⅰ
　
償
却
資
産
申
告
書

１　
償
却
資
産
と
は

　

償
却
資
産
と
は
、
土
地
や
家
屋
以

外
の
事
業
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
資
産
の
う
ち
、
一
定
の
も
の
を
い

い
ま
す
。
事
業
に
用
い
る
機
械
や
器

具
備
品
な
ど
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

償
却
資
産
は
、
①
構
築
物
・
建
物

附
属
設
備
、
②
機
械
及
び
装
置
、
③

船
舶
、
④
航
空
機
、
⑤
車
両
及
び
運

搬
具
、
⑥
工
具
・
器
具
及
び
備
品
に

分
類
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
構
築
物
・
建
物

附
属
設
備
と
家
屋
（
建
物
）
の
区
分

に
つ
い
て
は
、
設
備
と
家
屋
の
所
有

者
が
同
じ
か
異
な
る
か
に
よ
っ
て
、

取
り
扱
い
が
異
な
り
ま
す
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。（
表
１
参
照
）

２　
申
告
の
対
象

　

償
却
資
産
申
告
の
対
象
は
、
令
和

６
年
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
事

業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
資

産
で
す
。
耐
用
年
数
が
経
過
し
て
償

却
済
み
に
な
っ
て
い
る
資
産
や
、
租

税
特
別
措
置
法
の
規
定
を
適
用
し
て

即
時
償
却
な
ど
を
し
て
い
る
も
の
、

簿
外
資
産
や
遊
休
・
未
稼
働
の
資
産

な
ど
も
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
一
方
、
自
動
車
税
や
軽
自
動
車

税
の
課
税
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
や
、

無
形
固
定
資
産
・
繰
延
資
産
な
ど
は
、

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３　
償
却
資
産
の
申
告
と
課
税

　

償
却
資
産
の
申
告
は
、
令
和
６
年

１
月
１
日
現
在
の
償
却
資
産
の
所
有

者
が
、
１
月
31
日
ま
で
に
そ
の
資
産

が
所
在
す
る
市
区
町
村
な
ど
に
行
い

ま
す
。申
告
は
、「
償
却
資
産
申
告
書
」

と
「
種
類
別
明
細
書
」
な
ど
の
所
定

の
書
類
を
作
成
し
書
面
で
提
出
す
る

か
、
電
子
申
告
（
地
方
税
ポ
ー
タ
ル

シ
ス
テ
ム
）
に
よ
り
申
告
デ
ー
タ
を

送
信
す
る
方
法
で
行
い
ま
す
。

自
治
体
は
、
償
却
資
産
の
申
告
や
調

査
に
基
づ
い
て
償
却
資
産
の
価
格
等

を
決
定
し
、
償
却
資
産
課
税
台
帳
に

登
録
し
ま
す
。
課
税
台
帳
に
登
録
さ

れ
た
内
容
に
基
づ
い
て
税
額
が
決
定

さ
れ
、
償
却
資
産
の
所
有
者
に
納
税

通
知
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

Ⅱ
　
法
定
調
書

１　
法
定
調
書
と
は

　

法
定
調
書
は
、
所
得
税
法
や
相
続

税
法
な
ど
の
規
定
に
よ
り
、
税
務
署

に
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
資
料
で
す
。
所
得
税
法
に
規

定
さ
れ
て
い
る
法
定
調
書
が
43
種

類
、
相
続
税
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る

も
の
が
５
種
類
な
ど
、
全
部
で
約
60

種
類
の
法
定
調
書
が
あ
り
ま
す
。

　

事
業
主
が
１
月
に
提
出
す
る
も
の

と
し
て
は
、「
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
」、「
報
酬
、
料
金
、
契
約
金
及

び
賞
金
の
支
払
調
書
」、「
不
動
産
の

使
用
料
の
支
払
調
書
」
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
法
定
調
書
を
提
出

す
る
際
に
は
、
提
出
す
る
法
定
調
書

を
集
計
し
た
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
等
の
法
定
調
書
合
計
表
」
を
一

緒
に
提
出
し
ま
す
。

２　
法
定
調
書
の
提
出

　

法
定
調
書
は
、
書
面
又
は
e

−

T
a
x
で
作
成
や
提
出
を
行
い
ま

す
。
国
税
庁
が
提
供
す
る
e

−

T
a
x
ソ
フ
ト
（
W
E
B
版
）
で
は
、

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
や
報
酬
等

の
支
払
調
書
な
ど
を
、
画
面
上
で
１

件
ご
と
入
力
し
た
り
、
他
の
ソ
フ
ト

で
作
成
し
た
C
S
V
フ
ァ
イ
ル
を
取

り
込
ん
で
作
成
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
な
お
、
前
々
年
の
提
出
す
べ
き

で
あ
っ
た
法
定
調
書
の
枚
数
が

１
０
０
枚
以
上
の
場
合
は
、
そ
の
法

定
調
書
は
e

−

T
a
x
や
光
デ
ィ
ス

ク
等
、
又
は
ク
ラ
ウ
ド
等
に
よ
る
提

出
が
必
要
で
す
。
枚
数
に
つ
い
て
は
、

法
定
調
書
の
種
類
ご
と
に
判
定
し
ま

す
。

　

法
定
調
書
は
、
種
類
ご
と
に
提
出

す
る
範
囲
が
異
な
り
ま
す
。
例
え
ば

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
は
、
年
末

調
整
の
有
無
な
ど
受
給
者
の
区
分
に

応
じ
て
、
表
２
の
よ
う
に
提
出
範
囲

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

1月の税務処理
償却資産申告書・　　
法定調書の作成と提出



3─1月号

表1　家屋と償却資産（構築物・建物附属設備）の区分表

設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容

家屋と設備等の所有関係

同じ場合

異
な
る
場
合
は
、
す
べ
て
償
却
資
産
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

家屋 償却資産

建築工事 内装・造作等 床・壁・天井仕上・店舗造作等工事一式 ○

電気設備

電話配線設備
電話機、交換機等の機器 ○

配管・配線、端子盤等 ○

LAN設備 設備一式 ○

インターホン設備 集合玄関機、親機・子機等 ○

監視カメラ（ITV） 受像機（テレビ）、カメラ ○

配線設備 配管・配線等 ○

火災報知設備 設備一式 ○

給排水衛生設備

給排水設備
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 ○

配管、高架水槽、受水槽、ポンプ等 ○

給湯設備
局所式給湯設備（電気温水器・湯沸器用） ○

局所式給湯設備（ユニットバス用・床暖房用等）、中央式
給湯設備 ○

ガス設備
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 ○

屋内の配管等 ○

消火設備
消火器、避難具器、ホース及びノズル、ガスボンベ等 ○

消火栓設備、スプリンクラー設備等 ○

空調設備

空調設備
ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産又は業務用設備 ○

上記以外の設備 ○

換気設備
特定の生産又は業務用設備 ○

上記以外の設備 ○

その他の設備

駐車場設備 機械式駐車設備（ターンテーブルを含む）、料金精算機、
駐車券発行機、カーゲート、フラッパーゲート等 ○

運搬設備
工場用ベルトコンベア ○

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等 ○

厨房設備
飲食店など顧客の求めに応じるサービス設備や社員食堂
等の厨房設備 ○

上記以外の設備 ○

外構工事 外構工事 工事一式（門・塀・緑化設備等） ○

※この表は、東京都主税局が作成した表を抜粋したもので、自治体によって取り扱いが異なる場合があります。
　また、一般的な施工状況のものを想定して、作成されたものです。

表2　「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲
受給者の区分 提出範囲

年
末
調
整
を
し
た
人

⑴　法人の役員及び、現に役員でなくても令和5年中に役員であった人 令和5年中の給与等の支払金額が
150万円を超えるもの

⑵�　弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、建築士など
　※これらの人に給与等として支払っている場合が対象

令和5年中の給与等の支払金額が
250万円を超えるもの

⑶　上記⑴・⑵以外の人 令和5年中の給与等の支払金額が
500万円を超えるもの

年
末
調
整
を
し
な
か
っ
た
人

⑷　「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出した人

令和5年中に退職した人、災害により被害を受けた人で一定の人 令和5年中の給与等の支払金額が250万円
（法人の役員の場合は50万円）を超えるもの

主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった人 全部

⑸　「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出しなかった人 令和5年中の給与等の支払金額が
50万円を超えるもの



1 月号─4

　法人が地方自治体に支払う法人住民税に
は、均等割と法人税割があります。均等割
とは、黒字か赤字かに関わらず、法人が地
方自治体に支払わなければならない税金で
す。
　法人住民税均等割のうち都道府県民税に
ついては、法人の資本金等の額によって2
万円から80万円の5つの区分に、市町村
民税については、資本金等の額と従業者数
によって5万円から300万円の9つの区分
に分けられています。複数の地方自治体に
事務所がある場合には、事務所を構えてい
る全ての地方自治体に支払わなければなり
ません。事業年度の途中で事務所を開設や
閉鎖した場合には、均等割の金額を事務所
が設置されていた月数で按分します。
　なお上記の税額は、地方税法に定められ
ている「標準税率」で、各地方自治体が条
例で標準税率と異なる税率を決めることが
できます。

法人住民税均等割　

中
古
車
を
購
入
す
る
際
、
注
文
書

に
リ
サ
イ
ク
ル
預
託
金
相
当
額
が
記

載
さ
れ
て
い
る
と
、
収
入
印
紙
の
貼

付
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
預
託
金
が
金

銭
債
権
に
当
た
る
の
で
、
注
文
書
が

金
銭
債
権
の
譲
渡
に
関
す
る
契
約
書

と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
た

め
、
リ
サ
イ
ク
ル
預
託
金
が
１
万
円

以
上
の
場
合
、
2
0
0
円
の
収
入

印
紙
の
貼
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
社
用
車
を
購
入
す

る
際
に
、
所
有
し
て
い
る
社
用
車
を

下
取
り
に
出
す
場
合
に
も
、
同
じ
こ

と
が
言
え
ま
す
。
購
入
す
る
社
用
車

の
注
文
書
に
、
所
有
し
て
い
る
社
用

車
の
下
取
り
車
の
情
報
と
し
て
リ
サ

イ
ク
ル
預
託
金
の
記
載
が
あ
れ
ば
、

印
紙
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

社
用
車
を
下
取
り
に
出
す
場
合
に

は
、
思
わ
ぬ
印
紙
税
が
発
生
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要

で
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
預
託
金
と

印
紙
税

　新年のご挨拶
　新しい年、令和6年が始まりました。
　本年1月から改正電子帳簿保存法が施行されました。同法では、電子取引デー
タ保存制度について、保存時に満たすべき要件に従ってデータの保存をすること
ができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置や
検索機能の確保の要件について緩和措置が講じられています。また、資産移転の
時期の選択により中立的な税制の構築等を図るため、本年1月1日以降の贈与から、
相続時精算課税制度について、2500万円の特別控除額とは別に110万円の基礎控
除が創設されたほか、暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する
期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のう
ち総額100万円まで相続財産に加算しない見直しが行われていますので、贈与を
検討している方は制度の確認が必要です。
　労務関係では、本年4月1日から雇用契約締結後の労使トラブル防止に向け、
労働契約の締結時・更新時の労働条件明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」
や「無期転換後の労働条件」など4事項が追加されます。社内の労働条件や労働契
約の見直し・変更などに、しっかり対応していかなければなりません。
　皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。


